
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等運営要綱 

 

昭和６２年１０月１日  

消防本部訓令第２号  

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部特別救助隊等設置運営規程（以

下「運営規程」という。）の細部について必要な事項を定めるものとする。 

（出動） 

第２条 消防署長は、管轄区域内の災害時において、出動指令システムに基づくもののほ

か運営規程第１０条に該当する場合は、救助隊を出動させるものとする。 

（指揮監督） 

第３条 特別救助隊、救助隊が合同で活動及び行動するときは、特別救助隊長が指揮監督

を行うものとする。ただし、現場に特別救助隊長がいない場合には、運営規程に定める

隊長、副隊長及び隊長が指名した者（以下「隊長等」という。）のうち上席の者が職務を

代行する。 

（資機材の活用） 

第４条 救助隊は相互に資機材の周知を図り、協力してその操作ができるよう習熟に努め

なければならない。 

（現場報告） 

第５条 隊長等は、現場において救助活動等の状況を必要に応じ、随時現場の指揮隊長に

報告しなければならない。 

（協力） 

第６条 災害現場における消防隊及び救急隊の指揮者は、救助隊による活動が円滑に実施

できるよう協力しなければならない。 

（訓練計画） 

第７条 消防署長は年間救助訓練計画（様式第６号）を策定し、消防長の承認を受けなけ

ればならない。 

（報告） 

第８条 隊長等は災害出動したとき、救助出動報告書（様式第４号）により消防署長に報

告しなければならない。 

２ 消防署長は報告に基づき処理の概要を救助月報（様式第７号）により消防長に報告す

るものとする。 

３ 消防署長は、救助活動したとき救助即報（様式第８号）により、消防長に報告するも

のとする。 

４ 次に掲げる救助事故が発生したときは、その状況を救助出動報告書（様式第４号）に

より、消防長に速やかに報告するものとする。この場合において、緊急その他の事由に

より報告書の提出によりがたいと認められる場合には、あらかじめ電話等で報告するこ

とができる。 

（１） 基準 



ア 要救助者が５人以上の救助事故 

イ 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

ウ その他、社会的に影響度が高い事故 

（２） 火災による事故で、この報告と火災即報を同時に行う場合は、火災即報と重複

する事項については、省略することができる。 

（特殊用語等） 

第９条 救助隊が用いる特殊な用語等は、消防隊等に周知しておかなければならない。 

（簿冊等） 

第１０条 救助隊は、次の簿冊を備え付け、備品、訓練、資機材等の状況を記載しておか

なければならない。 

（１） 救助訓練日誌      （様式第１号） 

（２） 物品台帳        （様式第２号） 

（３） 資機材使用記録簿    （様式第３号） 

（４） 救助出動報告書     （様式第４号） 

（５） 主要消防対象物救助計画書（様式第５号） 

（６） 年間救助訓練計画書   （様式第６号） 

（７） 救助月報        （様式第７号） 

（８） 救助即報        （様式第８号） 

（９） その他必要と認められるもの 

（その他） 

第１１条 消防署長は、この訓令に掲げるもののほか、所属救助隊の運営に関し必要に

応じ別に定めることができる。 

    

附 則 

 この要綱は、昭和６２年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年４月１日消防本部訓令第１１号） 

 この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年５月１日訓令第１１号） 

 この訓令は、平成２９年５月１日から施行する。 


